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ＩＣカードの取扱い開始および１日あたりのＡＴＭご利用限度額の変更について

　中央三井信託銀行は、平成１８年３月２９日（水）より、お客さまのカード取引のセキュリティ向上

を図るため、偽造や不正な読取りが困難なＩＣチップを搭載したキャッシュカード・ローンカードの取

扱いを開始するとともに、多機能一体型ＩＣカード「中央三井オールインカード」を開発いたしました。

これにより、当社のカードは、偽造や不正な読取りが困難なＩＣチップでのお取引と従来からの磁気ス

トライプでのお取引の両方が可能となります。

　磁気ストライプでのお取引については、ＡＴＭご利用限度額設定サービスをご利用いただくことによ

り、１日あたりの限度額を引き下げることができます。従って、例えば、磁気ストライプでの限度額を

0 円に設定することにより、ＩＣチップのお取引に限定することが可能となります。

（なお、同日以降は、磁気ストライプのみのカードは発行いたしません）

　また、ＩＣカードの発行と同時に、盗難・偽造カードによるＡＴＭでの不正利用からお客さまの大切

なご預金をお守りするため、平成１８年３月２９日（水）より、当社キャッシュカードの１日あたりの

ＡＴＭご利用限度額を別紙の通り、変更させていただきます。

　あわせて、カード被害の未然防止策として、不審な取引を早期に検知できるモニタリングシステムも

導入いたします。

　当社では、今後もお客さまのお取引をお守りするため、更なるセキュリティの向上に取り組んでまい

ります。

以　　上



【ＩＣカード化の概要について】

ＩＣキャッシュカード ＩＣローンカード ＩＣビジネスローンカード

商品種類 普通預金・貯蓄預金

α－ｓｔｙｌｅ

リバースモーゲージ

その他ローン商品

ビジネスローン

お申込みいただけ

る方

個人・法人（普通預金の

み）のお客様
個人のお客様 個人事業主・法人のお客様

お申込み方法 当社窓口にお申込みください。

発行手数料※1

（消費税込）

新　規：1,050 円

更　新：1,050 円

再発行：1,050 円

新　規：無料

更　新：無料

再発行：1,050 円

新　規：無料

更　新：無料

再発行：1,050 円

有効期限 ５年※2

１日あたりの

ＡＴＭ利用限度額

ＩＣチップによるお取引については 200 万円（ビジネスローンカードは 1,000 万

円）、磁気ストライプによるお取引については 50 万円※3 がご利用限度額となりま

す。なお、ＩＣチップ取引限度額には磁気ストライプによるお取引額を含みます。

※1 新規発行手数料には切替えの場合を含みます。

※2 ただし、ローンカード（リバースモーゲージ）については、カード名義人の満６５歳の誕生日前日が有効期限とな

ります。

※3 限度額設定サービスをご利用されている場合その設定額までとなります。

　なお、ＩＣカード化と同時に、ＩＣキャッシュカード機能にクレジットカード機能とローンカード機

能を搭載した多機能一体型カード「中央三井オールインカード」の取扱いを開始いたします。

　取扱い開始に伴い、平成 18 年 3 月 29 日（水）～平成 18 年 6 月 30 日（金）に入会お申し込みのお

客さまには、「中央三井オールインカード」にかかるカード発行手数料無料等のキャンペーンを実施い

たします。

【１日あたりのＡＴＭご利用限度額の変更について】

（　　）内はご利用限度額設定可能範囲

変　更　前 変　更　後

キャッシュカード

ローンカード

〔磁気ストライプ取引〕

２００万円

（0 円～200 万円※1）

５０万円

（0 円～200 万円）

ＩＣキャッシュカード

ＩＣローンカード

〔ＩＣチップ取引〕

２００万円

ビジネスローンカード

〔磁気ストライプ取引〕

２００万円

（0 円～1,000 万円）

５０万円

（0 円～1,000 万円）

ＩＣビジネスローンカード

〔ＩＣチップ取引〕
１，０００万円

※1 キャッシュカードの法人のお客様、ローンカードのお客様は 0 円～1,000 万円

別紙


